
平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  福山市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：福山市社会福祉協議会 

委託内容：養成研修の実施（カリキュラムの編成・受講者の募集決定含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修会の名称） 

  「福山市市民後見人養成講座」 

 

（応募資格者） 

  ・市内在住で市内の要援護者の支援ができる人 

  ・満２０歳以上７０歳未満の人 

  ・制度及び地域福祉に理解と熱意のある人 

  ・社会貢献活動として後見業務に従事することを希望する人 

  ・全てのカリキュラムを受講できる人 

 

（カリキュラム等） 

  基礎研修６日間，実務研修５日間（別に施設体鹸実習６時間） 

 

（講師） 

  ・専門的分野については大学講師，弁護士，社会福祉士などに依頼 

  ・市職員及び社会福祉協議会職員 

  ・施設体鹸実習は，認知症，知的障がい，精神障がい関係施設に依頼 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

２６年 

  ５月～６月       カリキュラムの編成 

  ９月１日～９月２２日  養成講座受講生募集 

  ９月２８日       養成講座オリエンテーション 

１０月２５日～２月２１日 養成講座（基礎研修・実務研修） 

  

 

 

 

備      考 

 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  福山市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 福山市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見人の登録及び資質向上のための研修，指導等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見人の登録＞ 

  養成研修修了者に対し面談を行い，市民後見人候補者として登録 

 を希望する者についてバンク登録を行い登録簿を作成 

  

 

＜市民後見人の資質向上等＞ 

  ・バンク登録者を対象とした資質向上のためのフォローアップ研修 

   を定期的に実施 

  ・バンク登録者の意見交換や情報共有ができる場として，６月に連絡会

を立ち上げた。 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

２６年 

９月２８日  成年後見制度講演会 

６月～３月  フォローアップ研修（年４回／６・９・１２・３月） 

６月～３月  バンク登録者の連絡会 

（立ち上げ／６月，研修会／１２月） 

２７年２月２５日  市民後見人登録希望者面接 

  ３月１０日  市民後見人登録者選考・名簿登録 

  

 

備      考 

 

 



平成 27年 1月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名  福山市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 福山市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見人の活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民後見人の適正な活動のための支援） 

  家庭裁判所からの選任を受けるために必要な活動等の実績を上げる 

 ため，市民後見人養成後は，活動の場の提供とサポート体制を確保す 

 るため，社会福祉協議会による法人後見の支援員としての活動を推進 

 した。 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

２６年４月～２７年１月  社会福祉協議会の法人後見受任件数 ６件 

             （法人後見の支援員として活動） 

 

備      考 

 

 

 










